
 

み
や
ぎ
二
十
一
健
康
プ
ラ
ン
推
進
協
議
会
条
例 

 

(

設
置) 

第
一
条 
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
み
や
ぎ
二
十
一
健
康
プ
ラ
ン
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
み
や
ぎ
二
十

一
健
康
プ
ラ
ン
協
議
会(

以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。)

を
置
く
。 

２ 
 

協
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

組
織
等) 

第
二
条 

協
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
、
み
や
ぎ
二
十
一
健
康
プ
ラ
ン
の
推
進
に
関
係
す
る
団
体
の
職
員
等
の
う
ち
か
ら
、

知
事
が
任
命
す
る
。 

３ 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期

間
と
す
る
。 

４ 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

会
長
及
び
副
会
長) 

第
三
条 

協
議
会
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

２ 

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
協
議
会
を
代
表
す
る
。 

３ 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

(

会
議) 

第
四
条 

協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。 

２ 

協
議
会
の
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

(

部
会) 

第
五
条 

協
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

協
議
会
に
、
部
会
の
所
掌
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項(

以
下
「
所
掌
事
項
」
と
い
う
。)

の
審
議
に
資
す
る
た
め
、
部
会
委
員

を
置
く
。 

３ 

部
会
委
員
は
、
所
掌
事
項
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
、
所
掌
事
項
に
関
係
す
る
団
体
の
職
員
等
の
う
ち
か
ら
、
知

事
が
任
命
す
る
。 

４ 

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
部
会
委
員
は
、
十
五
人
以
内
と
し
、
会
長
が
指
名
す
る
。 

５ 

第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
部
会
委
員
に
つ
い
て
、
前
二
条
の
規
定
は
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

(

委
任) 

第
六
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
協
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 

附
則 

(

施
行
期
日) 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

(

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正) 

２ 

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

み
や
ぎ
二
十
一
健
康
プ
ラ
ン
協
議
会
の
委
員
及
び
部
会
委
員 

出
席
一
回
に
つ
き
一
一
、
六
〇
〇
円 

六 

級 



みやぎ２１健康プラン推進協議会委員 

（任期：令和５年８月 1日～令和７年７月３１日） 

（敬称略・五十音順） 

氏   名 所 属・職 名 備考 

泉谷 信博 一般社団法人宮城県歯科医師会 副会長  

薄井 啓 NPO 法人日本健康運動指導士会宮城県支部 支部長  

及川 みや子 宮城県食生活改善推進員協議会 副会長  

奥村 秀定 公益社団法人宮城県医師会 副会長  

小坂 健 東北大学大学院歯学研究科 教授  

片倉 成子 公益社団法人宮城県栄養士会 会長  

金田 早苗 一般社団法人宮城県薬剤師会 副会長  

熊谷 知恵美 宮城県栄養士設置市町村連絡協議会 会長  

齋藤 祐一 宮城県学校保健会 理事  

佐々木 秀美 公益社団法人宮城県看護協会 副会長  

佐藤 昌司 全国健康保険協会宮城支部 企画総務部長  

髙橋 喜治 宮城労働局労働基準部健康安全課長  

千葉 順子 イオン東北株式会社 営業本部エリア政策部 部長 新 

中鉢 義德 一般社団法人宮城県保育協議会 会長  

□ 一郎 
東北大学 名誉教授 

東北大学大学院医学系研究科 客員教授 
 

寳澤 篤 
東北大学大学院医学系研究科 教授 

東北大学東北メディカル・メガバンク機構 教授 
 

 


